
株式に関するお知らせ 

事 業 年 度 ４月１日～翌年３月３１日 

期 末 配 当 金 受 領 株 主 確 定 日 ３月３１日 

中 間 配 当 金 受 領 株 主 確 定 日 ９月３０日 

定 時 株 主 総 会 毎年６月 

単 元 株 式 数 １,０００株 

株 主 名 簿 管 理 人 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

同 連 絡 先 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目１０番１１号 

TEL  ０１２０-２３２-７１１（通話料無料） 

同 取 次 所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店（下記ご注意ご参照） 

【株式に関するお手続き用紙のご請求について】 

株式に関するお手続き用紙（届出住所等の変更届、配当金振込指定書、単元未満株式買取請求書等）

のご請求につきましては、 以下のお電話ならびにインターネットにより２４時間受け付けておりますの

で、ご利用ください。 なお、株券電子化実施後は、特別口座に記録された株式についてのお手続き用紙

のみとなりますので、ご留意ください。 

TEL  ０１２０-２４４-４７９（通話料無料） 

インターネットアドレス http://www.tr.mufg.jp/daikou/ 

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所 

公 告 の 方 法 

電子公告により行う。 

公告掲載 URL  http://www.nippan-inc.co.jp/ir/koukoku.html 

（ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生

じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。） 

（ご注意） 株主名義管理人の「取次所」の定めについて 

株券電子化後、株主様の各種お手続きは、原則として口座を開設されている証券会社経由で行っていた

だくこととなるため、 株主名簿管理人の「取次所」は、株券電子化の実施時をもって廃止いたします。 

なお、未受領の配当金のお支払いにつきましては、引き続き株主名簿管理人である三菱ＵＦＪ信託銀行

の本支店でお支払いいたします。 

 

 

【平成２１年１月５日施行（予定）の株券電子化実施に伴うお知らせ】 

 

１． 特別口座について 

(１) 特別口座への口座残高の記帳 

    株券保管振替制度をご利用でない株主様につきましては、ご所有の株式は三菱ＵＦＪ信託銀行に開

設される特別口座に記録されます（平成２１年１月２６日に記録される予定です）。 なお、特別口座に

記録された株式数等のご案内は、平成２１年２月中旬頃に、三菱ＵＦＪ信託銀行から、お届けのご住所

宛にお送りする予定です。 

 

(２) 特別口座に記録された株式に関するお手続き 

     特別口座に記録された株式に関するお手続き（株主様の口座への振替請求・単元未満株式買取請

求・お届出住所の変更・配当金の振込指定等）につきましては、 株券電子化実施後、下記口座管理

機関(三菱ＵＦＪ信託銀行)の連絡先にお問合せください。 なお、特別口座に記録された株主様のお手

続きにつきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行の全国本支店でお取次ぎいたします。 

 



(３) 特別口座の口座管理機関および連絡先 

     特別口座の口座管理機関は、当社株主名簿管理人である三菱ＵＦＪ信託銀行となります。 

口 座 管 理 機 関 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

連 絡 先 

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目１０番１１号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

TEL ０１２０-２３２-７１１（通話料無料） 

 

(４) 特別口座の口座管理機関でのお手続きの受付の開始時期 

     特別口座に記録された株式についての、株主の口座への振替請求、単元未満株式買取請求等の

各種ご請求やお届出につきましては、平成２１年１月２６日（月）以降にお手続きが可能となりますの

で、ご留意ください。 

 

２． 株券電子化前後における単元未満株式買取請求について 

     株券電子化の前後においては、単元未満株式買取請求につきまして、以下のとおりとなりますので、

ご留意ください。 

 

(１)保管振替制度をご利用でない単元未満株式 

    平成２１年１月５日（月）から平成２１年１月２５日（日）までは、受付をいたしません。 

また、平成２０年１２月２５日（木）から１２月３０日（火）までのご請求受付分につきましては、買取価

格はご請求受付日の終値を適用いたしますが、買取代金のお支払いを平成２１年１月３０日（金）と

させていただきます。 

 

(２) 保管振替制度をご利用の単元未満株式 

    株券電子化実施の前後において、一定期間お取引の証券会社で取次ぎを行わないと承っておりま

す。具体的な日程につきましては、証券会社により異なることが考えられますので、お取引の証券会

社にお問合せください。 

 

３． 株主様のご住所およびお名前のご登録について 

     株主様のご住所およびお名前の文字に、振替機関（証券保管振替機構）で指定されていない漢字等

が含まれている場合には、 その全部または一部を振替機関が指定した文字に置き換えのうえ、株主名

簿にご登録いたします。 この場合、株主様にお送りする通知物の宛名は、振替機関が指定した文字とな

りますのでご了承ください。 

 

＜ご参考＞ 

 

 
株券電子化に関する詳細につきましては、証券決済制度改革推進センターのホームページに掲載さ

れた Ｑ＆Ａ（http://www.kessaicenter.com/kaikaku/kabuken10aa.pdf）等をご参照ください。 

また、株券電子化に関するご質問・ご相談は、 

「株券電子化」なんでも相談窓口 （「株券電子化コールセンター（*）」） 

TEL  ０１２０-７７-０９１５ （通話料無料。平日・土曜／9：00～17：00） 

までお問合せください。 

（*）株券電子化コールセンターは、(株)証券保管振替機構、日本証券業協会、(株)東京証券取引所が

共同で運営する株券電子化についての相談窓口です。 


